
平素から税関行政に対し、ご協力いただきありがとうご

ざいます。 

長崎税関では、下記の期間を「知的財産侵害物品取締強

化期間」と定め、知的財産侵害物品に対する取り締まりを

強化しますので、ご理解とご協力をお願いします。 

また、知的財産侵害物品の不正輸出入に関する不

審な情報がありましたら、税関（知的財産調査官部

門）までお知らせいただけるようお願いします。 

知的財産侵害物品の取締強化について 

令和 6 年 3 月 11 日（月）から 

令和 6 年 3 月 25 日（月）まで 

長 崎 税 関 

【連絡先】 

長崎税関業務部知的財産調査官 

095-828-8801


